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１．策定に至る背景 

はじめに、三豊市介護サービス事業は、三豊市財田町デイサービスセンター（以下「財田町デイサ

ービスセンター」という。）、三豊市財田町訪問看護ステーション（以下「財田町訪問看護ステーショ

ン」という。）を運営しており、地方公営企業に該当します。 

 

地方公営企業とは、地方公共団体が住民の福祉の増進を目的として設置し、受益者（利用

者）の費用負担（利用料）に基づいて、地域住民にサービスを提供する企業のことです。 

地方公営企業は、料金収入をもって経営を行う独立採算制を基本原則としていることから、特

に将来にわたり安定的に必要な住民サービスの提供を維持する必要があります。 

 

地域において住民の暮らしを支える重要な役割を担っている公営企業に対し、総務省は平成 26

年 8 月 9 日付けで「公営企業の経営に当たっての留意事項について」を公表し、現在公営企業が行

っている事業の意義、提供しているサービス自体の必要性について検証することを求めています。ま

た、公営企業事業を安定的に継続していくという観点から、令和 2（2020）年度までに中長期的な経

営の基本計画として「経営戦略」を策定することが求められています。 

 このような背景から、本市において、介護サービス事業の経営状況や運営状況などの現状を整理

し、本市第 8 期介護保険事業計画に基づく人口動向などの将来的な事業環境を踏まえ、当該事業

についての基本方針を決定します。 

 そのうえで、基本方針に沿って、具体的な経営健全化への取組を明示し、「三豊市介護サービス

事業経営戦略」として本戦略を策定するものです。 

 

２．本計画の目的 

 本経営戦略は、本市介護サービス事業の中長期的な基本計画として、経営健全化への取組によ

り、将来にわたる安定的な事業の継続に資することを目的とします。 

 

 

第１章 本経営戦略策定の背景と目的 
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１．対象範囲 

三豊市介護サービス事業特別会計（以下「介護サービス事業特別会計」という。）は、以下の 4 つ

の事業から構成されています。 

① 財田町デイサービスセンター（通所介護事業） 

② 財田町訪問看護ステーション（訪問看護事業） 

③ 居宅介護予防支援事業 

④ 居宅介護支援事業 （令和 2 年度より休止） 

本経営戦略は、独立採算制を前提とした①、②の事業、いわば 「財田町デイサービスセンター」、

と「財田町訪問看護ステーション」にかかる経営戦略を策定します。 

 

介護サービス事業特別会計 

 

２．対象期間 

本経営戦略の対象期間は、令和 3（2021）年度から令和 7（2025）年度とします。 

基本計画期間は 5 年間としますが、10 年先の中長期的な将来を見据えた計画とし、また計画期

間内であっても、介護保険事業計画の見直しや介護報酬改定等の行財政状況、社会情勢等により、

経営環境に変化があった場合は、本計画の見直しを検討します。 

 

 

第 2 章 本経営戦略の対象範囲と期間 



3 

 

 

 

 

１．事業の概要 

（1）事業の概況 

① 財田町デイサービスセンター 

所在地：三豊市財田町財田上２１４１番地 

 

 事業所概要 

法的（全部適用・一部適用） 

非 適 の 区 分 
非適 事業開始年月日 平成 12 年 4 月 1 日 

事 業 の 内 容  通所介護 指定管理者制度導入状況 無 

職 員 数 10 人   

生 活 相 談 員 1.1 人 機能訓練指導員 1.1 人 

看 護 職 員 数 1.1 人 栄 養 士 1 人 

介 護 職 員 数 4.7 人 その他 従 業 者 1 人 

※出所：介護サービス情報公表システム（2020 年 10 月 5 日公表） 

施 設 数 1 定 員 25 人 

延 床 面 積 530 ㎡ 居 室 床 面 積 - 

サ ー ビ ス 日 数 239 日 年 延 利 用 者 数 4,572 人 

（令和元年度） 

※職員数が小数点以下の数字になっているのは、常勤換算人数としているためです。 

※サービス日数は、営業日(月～金曜日)から、祝日、12/29～1/3、台風等による中止日を除い 

た日数です。  

 

 利用者数の推移                                       

単位（人・％） 

  平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

定員 
定員数 30 30 30 30 25 

年間延定員数 7,230 7,260 7,290 7,230 5,975 

利用者数 
1 日平均利用者数 22.8 25.0 23.3 20.9 19.1 

年間延利用者数 5,489 6,049 5,671 5,037 4,572 

利用率 平均利用率 75.9 83.3 77.8 69.7 76.5 

 

 

第３章 事業概要 
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当事業所は、平成 12 年 4 月に「医療と介護のワンストップ対応施設」として、財田診療所に併設

する形で事業を開始し、通所介護サービス事業所として、長年親しまれてきました。近年、利用者数

は減少傾向にあるものの、現在でも数少ない財田町に位置するデイサービス事業所として営業して

います。 

 

② 財田町訪問看護ステーション 

所在地：三豊市財田町財田上２１４１番地 

    

 事業所概要 

法的（全部適用・一部適用） 

非 適 の 区 分 
非適 事業開始年月日 平成 12 年 4 月 1 日 

事 業 の 内 容 訪問看護 指定管理者制度導入状況 無 

職 員 数 4 人  

常 勤 医 師 - 理学療法士・作業療法士 - 

看 護 職 員 数 4 人 事 務 職 員 - 

介 護 職 員 数 - その他職員（調理） - 

生 活 相 談 員 -   

 

施 設 数 1 定 員 - 

延 床 面 積 36 ㎡ 居 室 床 面 積 - 

サ ー ビ ス 日 数 244 日 年 延 利 用 者 数 490 人 

（令和元年度）  

※サービス日数は、営業日(月～金曜日)から、祝日、12/29～1/3 を除いた日数です。 

 

 利用者数の推移 

単位（人） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

延利用者数 1,616 1,413 652 501 490 

 

 当事業所は、平成 12 年 4 月に財田診療所に併設する訪問看護ステーションとして事業を開始し

ました。平成 29 年度より組織体制の変更により、24 時間体制から日中営業のみに移行し、それに

伴い利用者数は大幅に減少しています。 
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③ 居宅介護予防支援事業 

    要支援 1 および要支援 2 に認定された方を対象に、介護予防サービス計画を作成します。 

 

④ 居宅介護支援事業（令和 2 年度より休止） 

    要介護 1 から要介護 5 に認定された方を対象に、介護サービス計画を作成します。 

 

 

（2）現在の経営状況 

 

介護サービス事業の取引図（令和元年度) 

 

 

 

本市介護サービス事業の収入は、主にサービス利用者の利用者収入(介護保険収入も含む)が

大半を占めており、その中でも財田町デイサービスセンターの収入割合が過半数を超えております。 

財田町デイサービスセンターは、三豊市財田町国保高齢者保健福祉支援センター内で実施して

います。現状において施設使用料等は国民健康保険事業特別会計にて管理をしており、費用負担

はありません。また、事業運営は三豊市社会福祉協議会（以下「社協」という。）に委託しています。 
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直近 5 か年の収支状況（介護サービス事業特別会計全体）               

（単位：円） 

 

※比率：経常収入を 100 とした場合、それに対して占める割合。 

 

 過去 5 年間の介護サービス事業特別会計の経常収支はマイナス（赤字）であり、利用料収入だけ

では経費をまかなえていない状況です。平成 28 年度までは、経常収支の赤字を、前年度の繰越金

や、基金の繰入金など貯金の取り崩しによって補填してきましたが、平成 29 年度以降は、基金の繰

入金と一般会計からの繰入金による補填で運営しています。 
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 介護サービス事業基金の推移 

 
 

 介護サービス事業基金は、介護サービス事業における貯金の役割を果たしています。近年、介護

サービス事業の収支不足が生じているため、積み立てでなく取り崩しが続いている状況です。 その

ため、基金残高は、平成 26 年度末時点 45,393,773 円から平成 30 年度末時点 7,682,490 円ま

で減少し、この4年間で約８３％を取り崩している状況です。令和元年度においては基金の取り崩しを

せず、一般会計からの繰入金にて収支不足を補填しているため、基金残高は平成30 年度末時点と

同額となっています。 

 

 一般会計繰入金の推移 

 

 

 平成 28 年度までは、前年度繰越金と基金の繰入金で事業赤字を補填してきましたが、平成 29

年度からは一般会計からの繰入金で赤字を補填しています。平成 30 年度においては、基金残高の

減少もあり、一般会計からの繰入金が基金の繰入金を上回る状況となり、令和元年度においては事

業の赤字すべてを一般会計からの繰入金にて補填しました。現状の基金残高を鑑みても、今後も一

般会計からの繰入金による補填となることが予想されます。 
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（3）事業別の収支状況 

① 財田町デイサービスセンター 

                             （単位：円）  

 

※比率：経常収入を 100 とした場合、それに対して占める割合。 

 

財田町デイサービスセンターについては、事業の概況にて前述したとおり、利用者数の減少に伴っ

てサービス収入が減少している状況にあります。 

赤字に陥っている主な要因としては、近隣での民間の通所介護事業所の開設に伴う利用者数減

少とサービス事業費、特に業務委託費の高止まり(平成 30 年度対経常収入比率126.5％)が考えら

れます。 

 この状況を鑑み、令和元年度においては稼働実態に合わせ定員数を 30 人から 25 人に減らしまし

た。これに伴い必要人員を削減し、業務委託費を削減しました。このため赤字額は縮小しましたが、

依然厳しい状況にあり、更なる経営努力が求められるところです。 
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②財田町訪問看護ステーション 

                                （単位：円） 

 

※比率：経常収入を 100 とした場合、それに対して占める割合。 

 

財田町訪問看護ステーションについても、利用者数の減少に伴うサービス収入減が顕著となって

います。 

利用者減少の要因については、平成 29 年度より 24 時間体制でのサービス提供が終了したことと 

市内に訪問看護事業所が充実してきたことが考えられます。 

また、充実したサービスを継続するためには、サービス提供体制を維持する費用（主に人件費）が

必要であり、事業規模縮小に伴うコスト削減が図りにくいことも要因として挙げられます。 

人件費の変動要因については、平成 27～29 年度は 4 名、平成 30 年度は 3 名、令和元年度は

4 名と職員数の変動によるものであり、令和 2 年度においては人員 3 名体制にて運営しており、令和

元年度に比べると収支は改善する見通しですが、人員が 1 名でも欠けた場合には必要人員を割り込

むおそれがあり、人員補充ができなければ休止せざるをえない状況です。 
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③居宅介護予防支援事業                               

 （単位：円）    

 

※比率：経常収入を 100 とした場合、それに対して占める割合。 

 

④居宅介護支援事業（令和 2 年度より休止）                    

 （単位：円）    

 

※比率：経常収入を 100 とした場合、それに対して占める割合。 

 

居宅介護予防支援事業については、特に公的要素が強く、円滑な介護サービスを行う上での入り

口であるため、独立採算要素は薄いものと考えられ、本計画の対象外とします。 
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１．高齢者人口の予測 

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）」による

と、本市総人口は減少するものと予測されています。また高齢者（65 歳以上）人口についても、令和

2（2020）年の 22,874 人をピークに減少するものと予測されています。 

7,754 7,148 6,627 6,047 5,469 4,999 4,597 

14,689 12,933 11,628 10,667 10,097 9,281 8,496 

20,503 
19,232 

18,032 17,050 15,796 13,922 12,353 

10,409 
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44,379 
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11.8 11.5 11.3 10.9 10.6 10.4 10.4 

22.4 20.8 19.8 19.3 19.5 19.4 19.1 

31.3 30.9 30.7 30.9 30.6 29.0 27.8 

15.9 17.0 14.7 13.5 13.1 15.1 16.8 

18.4 19.8 23.5 25.4 26.2 26.1 25.9 
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（資料）国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年推計）」 

第４章 将来の事業環境予測 
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２．認定率および認定者数の推移 

要介護（支援）認定については、認定率・認定者数ともに近年増加傾向にあります。 

 

これまでの要介護（支援）認定率及び認定者数 

 

３．認定者数の予測 

今後、高齢者数は徐々に減少するものの、認定率の上昇率を直近 10 年間の平均にて試算する

と、認定者数はおおむね横ばいにて推移するものと予想されます。 

 

これからの要介護（支援）認定率及び認定者数 

 
厚生労働省「見える化システム」を加工して作成         
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４．施設の見通し 

 

現在、財田町デイサービスセンターと財田町訪問看護ステーションが開設している「三豊市財田

町国保高齢者保健福祉支援センター」に関する各種施設管理費及び維持費につきましては、本市

国民健康保険事業特別会計の予算において負担することとしており、これまで介護サービス事業特

別会計として施設利用料や維持修繕費の負担はしていない状況です。 

 当該建物につきましては、平成 12 年に建築されており、本市保有の建物資産のなかでは比較的

新しい建物ではありますが、今後建物の長寿命化を図るためにも予防修繕を計画する必要性があり

ます。こちらの計画については、本市全体の施設管理計画である、「公共施設等総合管理計画」の

内容に沿って計画をしていく予定です。 

 なお、建物修繕費などは、これまで通り、国民健康保険事業特別会計で負担する予定であるため、

当計画上は対象外としています。 

 

５．組織の見通し 

   

財田町デイサービスセンターにつきましては、運営を社協に委託している状況です。このため人材

の確保についても社協にて実施しております。現在の職員数は、介護保険法上の基準は満たしてい

ます。適切に運営していくために必要な人材が確保できているか、などについては社協と定期的に情

報共有してまいります。 

  また、財田町訪問看護ステーションにつきましては、介護保険上の基準については満たしていま

すが、令和 2 年度は 3 人体制のため、職員が退職してしまうと人員基準を満たさなくなり、事業継続

が不可能になります。 
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１．経営の基本方針 

  

今後の経営の基本方針としては、財田町デイサービスセンターについては事業継続により、市民ニ

ーズに対応した介護サービスの提供を行います。介護部門での本市における数少ない公営企業とし

て、良質な介護サービスが市民のみなさまに公平に行き渡るよう、責任を果たしてまいります。 

  また、財田町訪問看護ステーションにつきましては、現時点では、現在の利用者が他事業所を利

用できることを条件に休止の方針とします。再開の検討にあたっては、利用見込み状況などから収支

計画を策定し、安定した経営が確保できるかどうかも十分に検討するものとします。 

 

２．方針決定の理由 

  

（1）財田町デイサービスセンター 

財田町デイサービスセンターの位置する財田町エリアには、通所介護事業所が、財田町デイサー

ビスセンター以外には民間事業所 1 施設のみとなっており、かつ1 日あたりの定員数も 13 名と、他エ

リアと比較すると、非常に少ないのが現状です。 

このように地理的な重要度が高く、また令和元年度の稼働率も 76.5％を確保しており、アンケート

においても『利用したい』と回答した方が相応いる状況です。このことより事業継続の方針としました。 

 

（2）財田町訪問看護ステーション 

 令和 2 年度より、職員を 1 名減とし 3 名体制で運営をし、支出を削減しましたが、利用者数も減り

収入も減る見込みです。赤字が続いているため、収支の改善は難しい状況であります。 

 財田町訪問看護ステーションの事業開始以降、市内に新たに訪問看護事業所が 4 ヵ所開設され、

24 時間体制で運営しています。また、4 ヵ所の内、1 ヵ所は三豊市が運営している三豊市立永康病

院訪問看護ステーションです。現在財田町訪問看護ステーションの利用者は 6 名です。6 名の方に

ついては、訪問看護事業所が 4 ヵ所あるので他の事業所で受け入れは可能な状況です。これらのこ

とにより、休止の方針としました。 

 再開は、必要な収入、利用者数の確保の見通しができた段階となります。令和元年度と令和 2 年

度の人件費の予算をもとに 3 名体制での支出を予測した結果、年間延利用者数は、約 1,537 名必

要となります。令和元年度の利用者 1 名あたりの利用回数は、延 70 回（延利用者数 490 名/利用

者実人数 7 名）なので、同程度の 1 名あたり利用回数と仮定すると、約 22 名の利用者を確保する

必要があります。そして、平均的な年間営業日数を 242 日とすると、1 日あたり 6.4 名の利用者確保

が必要です。 

 

第５章 経営の基本方針 
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１．経営健全化に向けた取組 

 

財田町デイサービスセンターの経営改善に向け、以下の通り取り組みを実施して参ります。なお、

収支計画作成においては、同取組を実施した場合の影響（効果）を反映します。 

 

（1） PR の機会を増やす 

・事業所のパンフレットを作成して市施設に常備する 

・介護支援専門員や関係機関に周知する 

・事業所見学会等の実施を検討する 

 

（2） サービス提供体制の見直しを検討する 

  ・営業日を検討する 

  ・サービス提供内容の充実を図る 

  ・随時稼働状況により利用定員の検討を行う 

 

（3） 通所型サービス A 事業「環の湯」との連携を行う 

通所型サービス A 事業は財田町で実施しており、要介護状態になる前の高齢者が利用してい

ます。身体機能の低下等、状態が変化した場合は、財田町デイサービスセンターの情報提供を

行います。 

 

（4） 収支のバランスを再検討する 

現状稼働率が 100％近くまで上昇しなければ収支黒字を達成しないことから、委託料の削減 

等についても検討します。例えば、稼働率 80％の場合に黒字化する水準になるなど、稼働率ベ 

ースで検討することも一つであると考えます。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

第 6 章 投資・財政計画（収支計画） 
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 各稼働率における経常収支予想額             

（単位：円）                

    

稼働率80％ 稼働率85％ 稼働率90％

33,552,483 35,652,979 37,746,543

31,072,868 33,018,132 34,956,976

0 0 0

2,479,615 2,634,847 2,789,567

40,756,126 40,917,625 41,078,591

820,896 820,896 820,896

820,896 820,896 820,896

需用費 0 0 0

委託料 820,896 820,896 820,896

使用料 0 0 0

備品購入費 0 0 0

39,935,230 40,096,729 40,257,695

給料 0 0 0

職員手当等 0 0 0

賃金 0 0 0

旅費 3,620 3,620 3,620

需用費 0 0 0

役務費 0 0 0

委託料 38,898,403 39,059,902 39,220,868

使用料および賃借料 0 0 0

備品購入費 1,033,207 1,033,207 1,033,207

負担金、補助金 0 0 0

公課費 0 0 0

△ 7,203,643 △ 5,264,646 △ 3,332,048

総務費

一般管理費

サービス事業費

経常収支

項目

経常収入

サービス収入

財産収入

諸収入

経常支出

 

  ※各稼働率における経常収支の予測を実施したところ、稼働率 90％を確保した場合でも、収支

は 3,332,048 円の赤字となります。 

 

（5） 指定管理制度の活用を検討する 

現状、社協に事業委託という形態で運営していますが、この形態を民間事業所も含めた指定 

管理という形態に変更することも一つであると考えます。事実、指定管理制度を導入している団 

体の延利用者数/定数（定数回転率）平均値は 203 であり、導入していない団体の平均値と比 

較して 34 高く、効率的な運営ができています。 

 

指定管理制度導入別
延べ利用者数/定数

(定数回転数）

導入団体平均 203

非導入団体平均 169
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２．目標となる経営指標の設定 

  

財田町デイサービスセンターの経営健全化に向けた取り組みを実施し、本計画期間中は以下の

2 つの指標にて目標を設定します。 

 

（1）介護サービス収益比率の向上 

※介護サービス収益比率＝介護サービス収益÷介護サービス費用  

   令和元年度の介護サービス収益比率は 82.9％であり、同規模（定員 25～30 名）の公営企業

法非適用団体の介護サービス事業平成 30 年度全国平均値 92.3％を下回っているため、経営

健全化に向けた取り組みを行うことや委託料の見直し等の検討を行うことで、当該比率の改善を

図ります。 

 

 デイサービス事業における介護サービス収益比率 

目標数値 100％ 

 介護サービス収益比率 

財田町デイサービスセンター（令和元年度） 82.9％ 

同規模（定員 25～30 名）団体比率 ※ 92.3％ 

香川県内団体比率 ※ 96.2％ 

※出所：平成 30 年度地方公営企業年鑑 

 

（2）稼働率の向上  

   経常収入の増加を図るため、稼働率の目標を設定します。目標数値は、本計画の最終年度で

ある令和 7 年度で 88.7％（年度ごと約 2.5％上昇）とします。なお計画事業年度ごとの目標値につ

いては下表のとおりです。 

 

                                                                    （単位：％、人） 

目 標 項 目 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 

目 標 稼 働 率 78.9 81.4 83.8 86.3 88.7 

年間延利用者数 4,774 4,945 5,091 5,243 5,366 
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  ３．取組を踏まえた投資・財政計画（収支計画） 

 

 上記取組を実施、目標を達成した場合の財田町デイサービスセンターの収支計画は下記のとおり

です。 

 

                                （単位：円） 
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１．事後検証 

 

 取組状況の評価サイクルは、1 年ごとに実施することとします。本計画にて明記した経営健全化へ

の取組に対してどの程度実施できているかの検証、ならびに決算数値による計画対比の結果、評価

を実施します。 

 そのうえで、計画を効果的かつ実効性のあるものとするために、ＰＤＣＡサイクルを確立のうえ、管理

していきます。 

 

２．計画改定 

  

本経営戦略の基本期間は、令和 3 年度を起点とする 5 年間としており、最終年度である令和 7

年度に、令和 8 年度以降の計画を策定します。 

 ただし、1 年ごとの検証の結果、計画と大幅な乖離がある、または事業環境に大幅な変化が生じて

いる場合は、本計画の見直しを検討することとします。 

  

３．情報公開 

 

 実績数値の公開については、介護サービス事業特別会計決算書として一般会計その他の決算書

と同様に本市ホームページにて公開することとします。また健全化に向けた取組の実施状況につい

ては、公開範囲や公開方法も含め、今後検討してまいります。

第７章 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項 
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